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大津市廃棄物の処理及び再利用
の促進並びに環境の美化に関する
条例の一部を改正する条例の制定
について
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環境部廃棄物減量推進課
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平成25年9月
ごみ減量実施プランの策定

ごみ処理施設の老朽化、環境負荷の低減、財政負担の抑制を図るため、有効なご
み減量施策を緊急にとりまとめ、実施しました。
プランに掲げられた事業系廃棄物の減量対策の主なものは次のとおり。

（1）事業系一般廃棄物処分手数料の改定
150円／10㎏ → 180円／10㎏ 【平成26年4月施行】

（2）大型ごみの1日の搬入点数を5点までに制限

（3）事業系廃棄物減量等計画書の作成対象事業者の見直し
（見直し前）年間５０ｔ以上を搬入する者

→（見直し後）事業用大規模建築物（1棟が1,000㎡以上）の所有者又は管理者

（4）事業系一般廃棄物管理票の作成・交付
①1回あたりの搬入量が200㎏以上の自己搬入者
②一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する者
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事業系一般廃棄物（可燃物）の推移 単位：t

事業系廃棄物のごみ処理施設への搬入量
の推移
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（1）事業系一般廃棄物処分手数料の改定が最も高い効果をもたらしている近隣都
市の料金との均衡…越境ごみの抑止力を発揮

（2）家庭廃棄物を装って多量の大型ごみを搬入する事業者への牽制力を発揮

（3）事業系廃棄物減量等計画書の作成義務のある事業者数が５０者から５００者
（令和６年度７３０者）に増加
→減量化の取組みを働きかけ続ける必要がある

（4）事業系一般廃棄物管理票は、排出者自ら排出量を確認することを通して、減
量意識が醸成されるとともに、市内由来物の明確化による越境ごみの防止にお
いて、効果が認められた
一方で、管理票の役割と課題、効果の持続化を見据えて検証を実施

①排出者には廃棄物処理に係るコスト意識と適正処理行動が定着化
②管理票の作成、交付、保管に係る負担が事業者内に顕在化
③管理票で記録する排出量は、施設が保有する搬入量データで捕捉可能

⇒事業系一般廃棄物管理票の必要性の低下

減量効果を持続できている理由、評価
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近隣都市との料金比較

都市名 手数料額 備考

大津市 180円 平成26年4月から

京都市 150円 現行100円／10㎏から令和7年4月に改定予定

草津市 210円 令和5年4月から（170円→210円）

栗東市 210円 平成24年10月から

守山市 210円 令和3年10月から

野洲市 230円 令和4年10月から

近江八幡市 300円 100㎏／回以上の場合に限る、100㎏未満の場合は250円

東近江市 200円 中部清掃組合管内

甲賀市 220円 甲賀広域行政組合管内 平成28年10月から

長浜市 190円 湖北広域行政事務センター管内

彦根市 220円 令和元年10月から

高島市 －

（税抜 １０kgあたり）
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条例改正の内容

削除する条文

（事業系一般廃棄物管理票）
第３３条 事業系一般廃棄物を規則で定める量以上排出する事業者は、事業系一般廃
棄物を市の処理施設に搬入する場合は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄
物の種類、排出場所その他規則で定める事項を記載した事業系一般廃棄物管理票（以
下「管理票」という。）を市長に提出しなければならない。
２ 事業者は、事業系一般廃棄物を一般廃棄物収集運搬業者に委託して市の処理施設
に搬入させる場合は、当該一般廃棄物収集運搬業者（以下「受託運搬業者」とい
う。）に対し、管理票を交付しなければならない。
３ 受託運搬業者は、その受託した事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する際、
前項の規定により交付を受けた管理票を市長に提出しなければならない。
４ 市長は、第１項の事業者又は受託運搬業者が管理票を提出しないとき、又は提出
された管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物の市の処理
施設への受入れを拒否することができる。
５ 前各項に規定するもののほか、管理票に関し必要な事項は、規則で定める。

第３７条
（３） 第３３条第３項の規定に違反し、管理票を提出せず、又は虚偽の管理票を提
出して、事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。

施行時期 令和７年７月１日施行
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事業系一般廃棄物管理票に関する規定の削除
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（1）適切な時期における事業系一般廃棄物処分手数料の適正化

（2）大型ごみの1日の搬入点数を5点までに制限（継続）

（3）事業系廃棄物減量等計画書の作成・提出
事業用大規模建築物（1棟が1,000㎡以上）の所有者または管理者

（4）事業系一般廃棄物管理票の廃止後の新たな対策
施設が保有する搬入量データの変化を事業者ごとに見える化
搬入量の増減を参考に、搬入物に対する検査の実施と、減量計画の作成・取組
みの履行を促しながら、適切な指導に活用

条例改正後も続く、事業系一般廃棄物の
適正化、減量促進の対策
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